
「
平
成
23
年
度
高
梁
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）」

◎
委
員　

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

事
業
費
補
助
金
に
つ
い
て
、

事
業
の
目
的
と
運
用
に
つ
い

て
詳
し
い
説
明
を
求
め
る
。

◆
執
行
部　

こ
の
補
助
事
業

は
家
の
段
差
を
な
く
し
た

り
、
手
す
り
を
つ
け
た
い
が

介
護
保
険
の
補
助
が
受
け
ら

れ
ず
、
費
用
負
担
が
大
き
く

て
困
っ
て
い
る
な
ど
の
要
望

が
あ
り
新
設
し
た
も
の
で
あ

る
。

議
案
第
89
号

「
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て
」

◎
委
員　

市
道
の
管
理
者
で

あ
る
市
に
と
っ
て
、
今
回
の

事
例
か
ら
類
似
す
る
市
道
す

べ
て
に
注
意
喚
起
す
る
看
板

を
設
置
し
な
け
れ
ば
管
理
責

任
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
対
応
は
で
き
る
の
か
。

◆
執
行
部　

市
道
は
現
在

１
８
９
９
路
線
あ
り
、
確
認

し
た
結
果
、
今
回
の
事
案
の

よ
う
な
市
道
は
、
約
70
数
カ

所
あ
る
。　
　

　

す
べ
て
の
路
線
に
す
ぐ
に

対
策
を
講
じ
る
と
い
う
こ
と

は
困
難
な
状
況
で
は
あ
る

が
、
優
先
度
の
高
い
と
こ
ろ

か
ら
早
急
に
注
意
喚
起
の
看

板
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

「
平
成
23
年
度
高
梁
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）」

◎
委
員　

デ
マ
ン
ド
交
通
の

た
め
の
自
動
車
購
入
費
の
内

訳
と
、
備
中
地
域
で
予
定
さ

れ
て
い
る
実
証
運
行
に
つ
い

て
詳
し
い
説
明
を
求
め
る
。

◆
執
行
部　

今
回
購
入
す
る

車
輌
１
台
と
有
漢
地
域
で
実

証
運
行
に
使
用
し
て
い
る
車

輌
１
台
と
あ
わ
せ
て
２
台
の

10
人
乗
り
の
車
輌
で
、
デ
マ

ン
ド
タ
ク
シ
ー
の
実
証
運
行

を
10
月
か
ら
行
う
予
定
と
し

て
い
る
。
デ
マ
ン
ド
タ
ク

シ
ー
の
運
行
は
、
生
活
福
祉

バ
ス
の
利
用
が
少
な
い
昼
間

の
時
間
帯
と
す
る
。

　

そ
し
て
、
地
域
を
５
つ
の

ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
、
各
地
域

の
診
療
所
を
経
由
し
川
上
バ

ス
セ
ン
タ
ー
ま
で
の
区
間
を

所
定
の
曜
日
に
運
行
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。
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産
業
経
済
委
員
会
の

　
　

 
審
議
の
あ
ら
ま
し

 

市
民
生
活
委
員
会
の

　
　

 

審
議
の
あ
ら
ま
し

請
願
第
１
号

「
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介

護
の
実
現
を
求
め
る
請
願

書
」

　
委
員
か
ら
、
請
願
内
容
は

市
民
が
求
め
て
い
る
問
題
で

あ
り
、
採
択
す
べ
き
と
い
っ

た
意
見
や
、
こ
の
内
容
は
国

高梁市議会だより　第８号　2011.11

の
法
制
度
に
関
わ
る
も
の
で

あ
り
、
現
在
の
社
会
情
勢
か

ら
見
る
と
請
願
項
目
、
内
容

に
矛
盾
を
感
じ
る
と
こ
ろ
が

あ
る
と
い
っ
た
意
見
も
出
さ

れ
、
採
決
の
結
果
、
不
採
択

と
な
り
ま
し
た
。

陳
情

【
陳
情
第
１
号
】

公
共
工
事
に
お
け
る
建
設
労

働
者
の
適
正
な
労
働
条
件
の

確
保
に
関
す
る
陳
情
書

◎
採　

択

議
員
発
議

【
乙
議
案
第
４
号
】

公
共
工
事
に
お
け
る
建
設
労

働
者
の
適
正
な
労
働
条
件
の

確
保
に
関
す
る
意
見
書
の
提

出
に
つ
い
て

◎
原
案
可
決

【
乙
議
案
第
５
号
】

高
梁
市
議
会
委
員
会
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

※
市
民
に
開
か
れ
た
議
会
を
目

指
す
取
り
組
み
の
一
環
と
し

て
、
委
員
会
の
傍
聴
は
委
員
長

許
可
制
で
あ
っ
た
も
の
を
原
則

公
開
と
し
、
ま
た
会
場
を
委
員

会
室
か
ら
本
会
議
場
に
変
更
す

る
も
の
。

◎
原
案
可
決

【
乙
議
案
第
６
号
】

高
梁
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

※
会
議
終
了
時
間
を
午
後
４
時

か
ら
午
後
５
時
に
変
更
す
る
も

の
。

◎
原
案
可
決

　　　　　　　　　　　　運行が始まった「備中ふれあいタクシー」



　
　

 懇談会での主な意見

高梁市議会だより　第８号　2011.1113

☆懇談会の開催について広報が徹底できていない。もっと周知すべきだ。

☆議会基本条例をなぜつくるのか。つくらないと議会改革はできないのか。

☆議会が出向いて懇談会を行うのはよいことだ。今後も開催してほしい。

☆議会をテレビで見ていると、何でも賛成して決めているが、一部の議員だけ討論

　している。もっと多くの議員で議論を尽くすべきではないか。

☆合併して中心地域はよいが周辺地域はさびれてきている。もっと議員は周辺地域

　の市民の声を聞いてほしい。

☆いくら議会基本条例をつくっても、議員自身の意識改革が進まないと議会は活性

　化しないのではないか

　

市
民
に
わ
か
り
や
す
く
開
か
れ
た
議
会
を
目
指
し
、
議
会
改
革
調
査
特
別
委
員
会
で
は
、
議
会
活
動
の
基
本
ル
ー
ル
と

な
る
議
会
基
本
条
例
の
制
定
を
現
在
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
様
の
意
見
を
今
後
の
議
会
改
革
等
の
参
考
と
す
る
た
め
、
10
月
10
日
か
ら
14
日
ま
で
、
市
内
の
５
つ
の
会
場

で
「
市
民
と
議
会
と
の
懇
談
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

懇
談
会
で
は
、
議
会
改
革
調
査
特
別
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
先
般
実
施
し
た
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
報
告
と
議
会
基

本
条
例
の
要
点
な
ど
を
説
明
し
た
後
、
参
加
者
と
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

 
市
民
と
議
会
と
の
懇
談
会
を
初
開
催
!

　　期　日	 　　　　		懇		談		会		会		場

10月 10日 (月)	 高梁総合文化会館

10月11日 (火)	 有漢保健センター

10月12日 (水)	 備中長谷センターハウス

10月13日 (木)	 成羽文化センター

10月14日 (金)	 川上総合学習センター

有漢会場

成羽会場



　

  公職選挙法により、 政治家が選挙区内で

寄付行為等を行うことは禁止されています。

このため、 市議会議員はお中元 ・ お歳暮な

どを贈ったり、 地域の行事に差し入れや祝儀

を出すことはできません。 選挙区内に暑中

見舞いや年賀状を出すことも禁止されていま

す。

  また市民から市議会議員に対して、 寄付を

出すよう勧めたり、 要求したりすることも禁止

されています。

　皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いし

ます。

　総務文教委員会は、 １０月１７日 （月） 高梁市

立宇治高校と松山高校を視察し、 市立高校の現

状及び課題について学校関係者から説明を受け

た後、 授業を参観しました。 その後、 施設内を見

学しました。

【
議
会
広
報
調
査
特
別
委
員
会
】

　

 

委

員

長　

川
上　

博
司

　

 

副
委
員
長　

宮
田　

公
人

　

 

委　
　

員　

三
上　

孝
子

　

 

委　
　

員　

小
林　

重
樹

　

 

委　
　

員　

森
田　

仲
一

　

 

委　
　

員　

内
田　

大
治

　

 

委　
　

員　

宮
田　

好
夫

☆
ご
意
見
は
こ
ち
ら
ま
で

　

高
梁
市
議
会
事
務
局

　  

高
梁
市
松
原
通
２
０
４
３

　

   

℡
０
８
６
６-

２
１-

０
２
７
６
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編
　
集
　
後
　
記

　

こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
今
は
、
10
月
、
昔
で
言
う
神
無
月
（
か

ん
な
づ
き
）
で
す
。
こ
れ
は
10
月
に
全
国
の
神
々
が
出
雲
大
社
に

集
ま
り
、諸
国
に
神
が
い
な
く
な
る
こ
と
か
ら
「
神
無
月
」
に
な
っ

た
と
す
る
説
が
あ
り
、
私
も
そ
う
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
出
雲
大
社
の
御
師
が
中
世
以
降
、
全
国
に

広
め
た
俗
説
で
あ
り
、
出
雲
の
国
で
は
反
対
に
「
神
有
月
、
神
在

月
（
か
み
あ
り
づ
き
）」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

有
力
な
説
で
は
、
神
無
月
は
神
を
祭
る
月
で
あ
る
こ
と
か
ら

「
神
の
月
」
と
す
る
説
で
、「
無
」
は
「
水
無
月
」
と
同
じ
く
「
の
」

を
意
味
す
る
格
助
詞
「
な
」
で
す
。

　

そ
の
他
の
説
で
は
、
新
穀
で
酒
を
醸
す
る
月
な
の
で
「
醸
成
月

（
か
み
な
ん
づ
き
）」、
新
嘗
（
に
い
な
め
）
の
準
備
を
す
る
月
な

の
で
「
神
嘗
月
（
か
ん
な
め
づ
き
）」
が
転
じ
た
説
も
あ
り
、
新

穀
を
神
々
と
分
か
ち
合
い
、
収
穫
に
感
謝
す
る
読
み
名
と
い
え
ま

す
。

　

収
穫
を
神
に
感
謝
す
る
祭
り
が
10
月
に
集
中
し
て
い
る
の
も
、

う
な
づ
け
る
と
こ
ろ
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

小
林　

重
樹

寄付行為等の
禁止について

　　ようこそ高梁市へ

　本市の行政調査のため、 以下の市議

会が来庁されました。 　　　　　　　　　　　

　

☆５月２０日　佐賀県佐賀市
定住促進について (住宅助成、同窓会補助等）

☆７月 ４ 日　高知県四万十町
ケーブルテレビについて

☆７月２６日　兵庫県豊岡市　　
デマンドタクシー、 生活福祉バスについて

☆８月 ２ 日　高知県芸西村
川上児童館について

☆８月 ５ 日　埼玉県川口市
歴史を活かした観光客誘致について

☆８月２５日　愛知県瀬戸市
観光振興について

常任委員会管内視察報告
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松山高校を視察する委員




